
令和 6 年 6 ⽉ 25 ⽇（⽕） 
楡陵祭 2024 参加団体の皆様 
 

楡陵祭分担⾦返還のお知らせ 
楡陵祭実⾏委員会 

実⾏委員⻑ 三井はな 
会計 内海有愛 

 
爽やかな⾵を感じる初夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。皆様におか

れましては、⽇頃楡陵祭実⾏委員会にご協⼒いただきまして誠にありがとうございます。 
さて、この度は楡陵祭 2024 の会計処理の結果、楡陵祭実⾏委員会の⽀出が収⼊を下回る

⾒込みとなりましたので、皆様からいただいた楡陵祭分担⾦の⼀部を返還いたしますこと
を下記の通りお知らせいたします。本⽂書の内容をご確認の上、お受け取りにお越しくださ
いますようお願い申し上げます。 

記 
1. 収⽀⿊字の理由と返還の経緯 

予算作成時、物価⾼に伴うステージ建設費等の⾼騰を⾒込み「企画運営補助費」200,000
円を設定しておりましたが、値上げ幅が想定を⼤きく下回ったため、「企画運営補助費」
を使⽤せずに楡陵祭 2024 を終えることができました。その結果、⽀出が収⼊を下回り、
収⽀⿊字の⾒込みとなりました。 
このような状況を受け、当実⾏委員会は⾮営利組織であることを鑑み、来年度への繰越
に必要な⾦額以上の利益分は楡陵祭参加団体の皆様にお返しすることが妥当であると
判断いたしました。 
 

2. 楡陵祭規約の改正 
参加団体の皆様に分担⾦を返還するため、本⽇楡陵祭実⾏委員会を開催し、以下の通り
楡陵祭規約の改正を⾏いました。 
改正前（令和 6 年 3 ⽉ 1 ⽇施⾏） 
第 27 条【分担⾦の返還】4 
上記の第 27 条 1 および 3 に該当しない場合、分担⾦は⼀切返還しない。 
 
改正後（令和 6 年 6 ⽉ 25 ⽇施⾏） 
第 27 条【分担⾦の返還】 
4 （新規追加） 

楡陵祭終了後、実⾏委員会の⽀出がその収⼊を⼤きく下回った場合、分担⾦の⼀部
を返還する。ただし返還の対象となる参加団体、返還する⾦額およびその⽅法は実



⾏委員会の決定に従わなければならない。 
5 上記の第 27 条 1、3 および 4 に該当しない場合、分担⾦は⼀切返還しない。 
 
詳しくは、議事要旨を参加団体⽤公式Webサイトにて公開いたしますのでご確認くだ
さい。エントリー時にご同意いただいた規約を年度内に改正する運びとなりましたこ
とにつきまして、お詫び申し上げます。 

 
3. 楡陵祭分担⾦の返還 

対 象 6 ⽉ 9⽇（⽇）に⾏われた楡陵祭分担⾦返還を受けていない楡陵祭参加団体 
返還額 1 団体につき 1000 円 
⽇ 時 6 ⽉ 26 ⽇（⽔）11：00〜20：00 

6 ⽉ 27 ⽇（⽊）11：00〜20：00 
6 ⽉ 28⽇（⾦）11：00〜20：00 
6 ⽉ 29⽇（⼟）11：00〜16：00 
6 ⽉ 30 ⽇（⽇）11：00〜16：00 

場 所 ⾼等教育推進機構N204 楡陵祭事務局室 
持ち物 学⽣証 

※お持ちの場合は楡 PASS またはサブ PASS、および楡陵祭分担⾦をお⽀払
いいただいた際の領収書 

備 考 
• 今回返還するのは楡陵祭分担⾦の内、「楡陵祭運営費」5000 円の⼀部でございます。

⾦銭授受を⾏っていない団体を対象に⾏われた 6 ⽉ 9 ⽇の分担⾦返還では、対象
団体の⽅に「楡陵祭運営費」5000 円を全額返還しているため、これを受けた団体
は今回の返還対象には含まれません。 

• ⾦銭授受を⾏っていない団体の⽅で、6 ⽉ 9⽇の返還を受けていない団体への返還
額も 1000 円のみといたします。 

• 返還にお越しいただく⽅は、係（団体責任者/副団体責任者/団体会計/防災・衛⽣
指導者）の⽅であることが望ましいですが、団体構成員であることが証明できる⽅
であればどなたでも構いません。 

• 会計監査および決算報告は、6 ⽉ 30 ⽇（⽇）16：00 の返還終了後、改めて⾏う予
定でございます。上記⽇時以外の⽇時での返還は、会計監査の都合上⾏えません。 

 
以上 


